
国鉄改革 1047名 問題の解決案 (四 党申入れ)に ついて

1.政府は、以下のことを条件 として、平成 22年 4月 9日 に民主

党、社会民主党、国民新党及び公明党 (以下「四党」 という。)

から申入れのあつた「国鉄改革 1047名 問題の政治的解決に向

けて」による解決案を受け入れる。

(解決案受入れの条件 )

四者・四団体 (原 則原告団 910名 全員)が、次の事項につ

いて了解 し、その旨を正式に機関決定すること。

① この解決案を受け入れること。これに伴い、裁判上の和解を

行い、すべての訴訟を取 り下げること。

②不当労働行為や雇用の存在を三度と争わないこと。 したがっ

て、今回の解決金は最終のものであり、今後―切の金銭その

他の経済的支援措置は行われないこと。

③政府は」Rへの雇用について努力する。ただ し、 JRに よる

採用を強制することはできないことから、人数等が希望どお

り採用されることは保証できないこと。

2.四党は、 1口 を了解する。

平成 22年 4月 9日
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